
厚生労働大臣の定める掲示事項 
入院基本料に関する事項について 

当院の看護職員（看護師及び准看護師）の配置は次の通りです。 

当院の看護補助者の配置は次の通りです。 

DPC対象病院について 

当院は入院医療費の算定に当たり、平成21年7月より、包括請求と出来高請求を組み合わせて算定する「DPC対
象病院」となっております。 
※当院の医療機関別係数（基礎係数1.0584＋機能評価係数Ⅰ0.2987＋機能評価係数Ⅱ0.0881） 
（2026年6月1日時点） 

食事療養費費について 

๏ 当院は入院食事療養費（Ⅰ）を届け出ており管理栄養士により、患者様の疾病・病状・年齢等に応じて、適切
な栄養量および内容の食事療養を行っております。 

๏ 厚生労働大臣が定める基準による特別管理給食を提供しており管理栄養士によって管理された給食が、 
適時（夕食は午後６時以降）・適温（温冷配膳車使用）で提供されます。 

๏ 治療食を提供しております（ 腎臓病・肝臓病・糖尿病など ） 

๏ 医師の指示の下、医療の一環として、患者様に栄養指導を実施しております 。 

病 棟 病床数 病床区分
1日に勤務している 
看護職員の人数

看護職員1人当たりの受け待ち数

8時45分～16時45分 16時45分～8時45分

3・4階 94 急性期一般入院基本料2 30 7 12

5階 47 地域包括ケア病棟1 11 10 16

6階 47 地域包括ケア病棟1 11 10 16

病 棟 病床数 病床区分
1日に勤務している 
看護補助者の人数

看護補助者1人当たりの受け待ち数

8時45分～16時45分 16時45分～8時45分

3・4階 94 急性期一般入院基本料2 12 8 47

5階 47 地域包括ケア病棟1 6 12 47

6階 47 地域包括ケア病棟1 6 12 47

食事時間 朝食 08：00  /  昼食 12：00  /  夕食 18：00 



個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について 

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項
目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方について
も、明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載される
ものですので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明
細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。  

電子的診療情報連携体制整備加算 

当院は医療DX推進して質の高い医療を提供出来るように体制整備を行っております。 

๏ オンライン請求を行っております。  

๏ オンライン資格確認を行う体制を有しています。 

๏ オンライン資格確認等システムによる取得した医療情報等を活用して診療を実施しております。 

๏ マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。 

๏ 電子処方箋の発行を実施しております。  

๏ 電子カルテ情報共有サービスの取組を実施してまいります。（今後導入予定です）  

๏ 正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。  

๏ あじさいネットを利用し、次の医療機関との情報連携を推進する体制を有しています。  

【共有実績のある医療機関】（五十音順） 

あけしま内科糖尿病クリ
ニック あしざわ内科 阿保外科医院 井石内科医院 伊崎脳神経外科・内科

井手内科クリニック 井上病院 大浦診療所 おおくぼ乳腺クリニック おおつる内科医院

おおの乳腺・甲状腺クリ
ニック 奥平外科医院 落内科医院 貝田整形外科 貝通丸歯科

かご町サトウ医院 カナザワ内科クリニック くろき眼科 香焼民主診療所 こむかえクリニック

済生会長崎病院 さいのお耳鼻咽頭科医院 さとう内科医院 しながわ内科クリニック しまながクリニック

重工記念長崎病院 新里クリニック浦上 聖フランシスコ病院 たくま医院 谷川放射線科胃腸科医院

ちひろ内科クリニック 塚崎整形クリニック つるた医院 出口外科眼科医院 出島病院

哲翁内科医院 中川外科医院 長崎大学病院 長崎宝在宅医療クリニッ
ク

ながさき内科・リウマチ
科病院

長崎病院 長崎みどり病院 長崎リハビリテーション
病院 中澤病院 中田外科胃腸科

中村内科 中村内科クリニック 中山小児科クリニック なかやま内科診療所 長与病院

楢林整形外科医院 西諫早病院 野田消化器クリニック 橋本耳鼻咽喉科医院 花丘診療所



๏ 当院は、医療デジタルトランスフォーメーション（医療DX）を通じて、医療機関等との間で情報共有し、より
安全で質の高い医療の提供に努めてまいります。  

一般処方名での処方について 

後発医薬品があるお薬については、説明の上、一般名（有効成分の名称）で処方する場合がございます。 
 
※一般名処方とは 
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっ
ても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。 

原田医院 はらだ内科医院 東長崎医院 ひぐち医院 ほんだ内科・内視鏡クリ
ニック

本田内科医院 松尾内科医院 松崎内科循環器科 まつもと内科・麻酔科ク
リニック みきクリニック

みしま内科・消化器内科
クリニック 南長崎クリニック 南野病院 三原台病院 宮崎内科医院

みやしたリウマチ・内科
クリニック

安中外科・脳神経外科医
院

やすひウィメンズヘルス
クリニック 山口整形外科 山口内科・循環器内科

山田クリニック 吉田内科クリニック 和仁会病院 わたべクリニック 山根内科胃腸科医院

松元クリニック 藤井外科医院 白髭内科医院

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001241676.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001039176.pdf


後発医薬品（ジェネリック医薬品）について 

当院は、後発医薬品使用体制加算を算定し、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた 
取組などを実施しています。 
現在一部の医薬品については十分な供給が難しい状況が続いています。 
当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見直し等、適切な対応が出来る体制を整備 
しております。 
なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な
点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたし
ます。 

協力対象施設入所者入院加算について 

当院では、『協力対象施設入所者入院加算』の届出を行っています。介護保険施設等の協力医療機関として、当
該介護保険施設等から24時間連絡を受ける体制をとっております。 
また、緊急時には入院できる体制を確保させていただいております。 
当該介護保険施設等との入所者の診療情報および緊急時の対応方針等の共有を図るため、連携体制を構築してい
る施設は次のとおりです。 

 【社会福祉法人　長崎厚生福祉団】 
๏ 特別養護老人ホーム　鶴舞苑 

๏ 特別養護老人ホーム　鶴舞苑Ⅱ 

๏ 介護老人保健施設　シンフォニー稲佐の森 

๏ 介護老人保健施設　シンフォニー稲佐の森Ⅱ 

๏ ケアハウス　稲佐の森 

長期収載品の処方等又は調剤について 

令和8年6月から、後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は 
選定療養費として先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当を、医療保険の患者負担分と合 
わせてご負担いただきます。 

「ご負担の対象とならない場合」 
๏ 医療上の必要性があると認められた場合 
๏ 後発医薬品を提供する事が困難な場合 



※QRコードから構成労働省HPの関連ページにアクセスできます 

【新たな仕組みについて】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html 

【後発医薬品について】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/01.html 

　　　　　　　　　　　　　  

口腔管理連携加算について 

当院では、入院中の患者様において、口腔衛生状態の不良や咬合不良等の課題を認めた場合、質の高い医療を提
供するため、必要に応じて連携歯科医療機関に歯科訪問診療を依頼する体制を整備しております。 
医師が、歯科治療や専門的な口腔管理必要であると判断した場合には、患者様（またはご家族）の同意を得た上
で連携先歯科医療機関に情報提供・歯科訪問診療を行います。 

【連携歯科医療機関】 
・歯科小児矯正歯科　つのまち医院 

身体拘束最小化の取組について 

当院では、患者の尊厳を守り、安全な医療を提供するため、以下の取り組みを徹底します。 

１．基本方針 
　　患者又は他の患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を　 
　　行いません。 

２．身体的拘束最小化チームの設置 
　　医師・看護師・臨床工学技士・薬剤師・リハビリ療法士など多職種で構成。 
 
３．身体的拘束最小化チームの活動内容 
　　（1）身体的拘束最小化に向けたラウンド 
　　（2）身体的拘束最小化に向けたカンファレンス 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/01.html


　　　① 3原則の再確認 （切迫性・非代替性・一時的） 
　　　② 身体的拘束を開始した場合は、3原則の当該状況、代替案について検討します 
　　　③ 患者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し、拘束解除に向けた検討を行います 
　　　④ 意識啓発や予防策等の必要事項の確認・見直しを行います 
      （3）記録および周知 
　　　　結果について入院患者に関わる職員に周知します  

厚生労働省が定める手術に関する施設基準に関わる実績について（令和7年1月～12月） 

 

区分1に分類される手術 区分3に分類される手術 

病 棟 項目 手術件数

ア 頭蓋内腫瘤摘出術等 6

イ 黄斑下手術等 0

ウ 鼓室形成手術等 0

病 棟 項目 手術件数

ア 上顎骨形成術等 0

イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 0

ウ バセドウ甲状線全摘（亜全摘）術（両葉） 0

区分2に分類される手術 

病 棟 項目 手術件数

ア 靭帯断裂形成手術等  2

イ 水頭症手術等 7

ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0

エ 尿道形成手術等 6

オ 角膜移植手術等 0

カ 肝切除等 1

キ 子宮付属器悪性腫瘍手術等 0

区分4に分類される手術 

項目 手術件数

胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 
（医科点数表第2章第10部手術の通則4を除く）

117

その他の区分に分類される手術 

病 棟 項目 手術件数

ア
人工関節置換術及び人工股関節置換説術 
　（手術支援装置を用いるもの） 

0

ウ
ペースメーカー移植術及び 
ペースメーカー交換術

10

身体的拘束実施率の推移 ( 5・6階地域包括ケア病棟 ）

26年3月 26年4月 26年5月

5.1% 5.1% 4.8%
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